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第２５期練馬区農業委員会委員を募集します
第 24 期練馬区農業委員会委員の任期が令和５年７月 29 日をもって満了するため、第 25 期農業委員
を募集します。

主に農地法に基づく許可や届け出の受理などを
行う業務、農地調査や営農状況の確認など都市
農地の保全活動を行っています。また、農家の
皆様からの様々なご相談を受け、ともに解決す
るために積極的に活動しています。
＜農業委員の主な職務＞
①各種証明審議のための現地調査
納税猶予農地の定期的な現地調査・相続が発
生した農地の現地確認

②毎月開催の総会における協議・議決
農地の売買や貸借の許認可および農地相続に
関する各種証明等の審議など

③農地パトロール
遊休農地の発生防止のために生産緑地が適切
に管理されているかを確認

練馬区農業委員会とは

▷募集期間　　　　　令和５年２月 21 日（火）～令和５年３月 20 日（月）
▷募集人数（定数）　 16 名（うち１名は農業委員会の所掌事項に関し利害関係を有しない者）
▷任期　　　　　　　令和５年７月 30 日から令和８年７月 29 日（３年間）
▷報酬　　　　　　　委員　月額 30,000 円、会長　月額 49,000 円　副会長　月額 38,000 円
　　　　　　　　　  （いずれも別途所得源泉徴収あり）
▷募集方法　　　　　推薦書または申込書に必要事項を記入の上、添付書類とあわせ、郵送
　　　　　　　　　　または窓口持参で提出してください。

第 25期農業委員の募集について
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２月 21日 ３月 20日 ６月上旬 ７月 30日 練馬区農業委員会では女性登用に関する周知活動
に取り組んでいます。
積極的な応募・推薦をお待ちしています。
　詳細についてはこちらのQR
　コードからご確認ください。
【問合せ】農業委員会事務局
（都市農業課都市農業係）　

☎5984-1398



　東京都農業会議では、都内の
農業者を対象として顕彰・表彰
事業を毎年度実施しています。
　この度、令和５年２月16日に
八王子市で開催された第64回
東京都農業委員会・農業者大会
で６名の方が顕彰・表彰されま
した。
　農業委員一同、心からお祝い
申し上げます。

令和４年度顕彰・表彰事業の受賞者が決定しました
第62回企業的農業経営顕彰事業

（野菜部門）全国農業会議所会長賞
 東京都農業会議会長賞

洒井　利博　氏
第42回農業後継者顕彰事業
東京都知事賞
東京都農業会議会長賞

白石　秀徳・白石　裕美　氏

令和４年度農業功労者
表彰事業

農業功労者感謝状

小美濃　克之　氏

第49回農業委員会等功労者表彰事業
農業委員会等職員感謝状

（勤続５年以上） 

農業委員会事務局長 
関口　和幸　氏 

第62回企業的農業経営顕彰事業
（複合部門）全国農業会議所会長賞

 東京都農業会議会長賞

内堀　雅巳　氏

指導農業士に認定されました
　東京都指導農業士は、農業技術や経営管理能力
に優れ、農業者の担い手に対する指導活動に取り
組む農業者を都知事が認定する制度です。

今回新たに荘埜晃一さんが、
区内で９人目の指導農業士
として認定されました。

農業委員会審議状況
　農業委員会は毎月総会を開催し、農地法や
生産緑地法に定められた事項などを審議して
います。令和４年度（令和４年４月～令和５
年２月）の主な審議件数は、下表のとおりです。

　東京都農林水産振興財団では、農業を始めよう
とする方や就農して間もない農業後継者を対象に、
指導農業士による研修を行っています。
　詳しくはお問い合わせください。

【問合せ】公益財団法人東京都農林水産振興財団　
　☎ 042-528-0505

　果樹栽培に携わり始めてか
ら 14 年、都市型の栽培方法の
導入や観光農園として地域と
共生しながら楽しく経営継続
できる環境を整えてきました。
　積み重ねてきた栽培技術や
経験を少しでも伝えていけた
らと思っています。

審議内容 件数

農
地
法 

３条（権利移動）許可 1
３条（権利移動）届出 4
４･ ５条（転用）報告 132
43 条（高度化施設）届出 0

納
税
猶
予

適格者証明 10
相続税納税猶予 69
贈与税納税猶予 0

生
産
緑
地
法

主たる従事者証明 20
生産緑地のあっせん報告 45
生産緑地地区の認定協議 1

貸
借 

特定農地貸付け 1
特定都市農地貸付け 0
事業計画の決定 6

市民農園整備促進法 2
合計 291



普及センター通信 Vol.❺
カンキツ類剪定のポイント

　練馬区内では、カンキツ類を栽培している事例が多くみられるようになりました。
　剪定は、翌年の結果や病害虫防除のための重要な作業です。今回はポイントをまとめました
ので、参考にしてください。 　 【問合せ】中央農業改良普及センター西部分室☎3311-9950
●目的
樹全体に光が十分いきわたるよう枝を配置して、
品質の良い果実をならせる。
病害虫防除や摘果・収穫等の作業性を
よくする。

●時期　３月～４月中旬頃。
厳寒期を過ぎてから発芽するまでの期間。

　農業委員会では、区内の農業の発展等に資するよう行政視察を行っています。今年度は、令和５年１
月20日に東京都の東京農業アカデミー八王子研修農場と道の駅八王子滝山を視察しました。
　八王子研修農場では、農場長から「農業の担い手の確保・育成の必要性」と「研修農場の取組状況」
について説明を受けた後、研修農場を見学しました。作付けや管理、経営のノウハウ等の基礎知識の習
得のみならず、卒業後の研修生を受け入れる農家の信頼を得るために、人間力の向上に力を入れている
といった農場長の熱意が印象的でした。八王子滝山は東京唯一の道の駅で、八王子産のものを使った肉
まんやソフトクリーム等があり、観光客をひきつける工夫がこらされていました。

★ポイント
①葉を落としすぎない。
剪定する枝葉の量は２割程度、樹高の切
下げは50ｃｍ程度としましょう。

②放任状態の樹は、一度の剪定で樹形を整
えようとせず、３～４年かけて少しずつ剪
定して理想の樹形に近づけましょう。

③枯れている枝、枝が混んでいる箇所で
立っている枝や上向きの枝を中心に剪定
しましょう。また、樹幹内部にある内向
きの枝等、風通しを悪くする枝について
も剪定しましょう。

剪定後

剪定する枝葉の量
は全体の２割程度

▼切る枝の例▼

農業委員会行政視察

農業者年金に加入しませんか？　【問合せ】農業委員会事務局またはお近くのJA東京あおば

●参加した委員から
　八王子研修農場では、都内で農家戸数が毎年約
200軒の減少傾向である現状や、東京農産物の潜在
需要のマーケットの大きさ等の説明を受けました。
山林を開墾した農場では、２年間のプログラムを経
て、新規就農を目指す研修生の姿に心強さを感じる
ことができました。八王子滝山では、夕方にもかか
わらず、駐車場は満車で、店内には地場産野菜や加
工品等の魅力的な商品が豊富に取り揃えられている
ことに驚きました。 （篠田政巳委員）

剪定前

（東京農業アカデミー八王子研修農場）



　農業委員会として近年力をいれている２点についてご紹介します。
　一つは、91号でご紹介した、生産緑地の貸し借りです。農地を巡回
してみて気づくのは、人手不足などで管理に手が回っていない農地が散
見されることです。この解決のために、新規就農者を含めた農地の貸し
借りの取り組みに期待したいと思います。
　次に、委員会への女性の参画です。農業は家族労働が基本で、女性
の役割にはとても大きなものがあります。そこで委員会活動にも、担い
手としての女性の視点を積極的に取り入れたいと考えております。皆様
のご意見ご提案をお待ちしております。 （半田）

【広報部会委員】
部会長　宮本　兼一
部会員　瀧島　規秀
部会員　半田　保之
部会員　増田　義二
部会員　本橋　朋和

編 集 後 記

 全国都市農業フェスティバル開催 ! 
日 

11

19
　世界都市農業サミットの成功をもとに、都
市農業に積極的に取り組む自治体や農業者と
ともに、都市農業の魅力を広く発信し、更な
る都市農業振興を図るため、練馬区で『全国
都市農業フェスティバル』を開催します。

　東京都内および三大都市圏から１都市ずつ、
計４都市を練馬区に招聘します。
　更に、生産緑地を持つ全国の 200 以上の自
治体に、農産物等の販売や農業者同士の意見
交換へのオンライン参加など、幅広い方法で
の参加を募り、盛り上げていきます。

［被招聘都市］ 国分寺市、松戸市、名古屋市、京都市
［開催日］令和５年 11 月 19 日 ( 日 ) 
［会　場］東京都立光が丘公園・光が丘体育館 他
［内　容］ 「買う」「食べる・体験」「話す・学ぶ」をテーマに、都市農業の魅力を

体感できる様々なイベントを開催
［問合せ］都市農業課事業調整担当係☎ 5984-1498

農業経営改善をサポートします！ 令和５年度認定農業者等を募集
　認定農業者とは、５年間の農業経営改善計画を作成して
区から認定を受け、経営改善の目標達成に向けて努力して
いる農業者です。５年後の目標農業所得額により、認定農
業者または都市型認定農業者として区が認定しています。
　現在の認定者数は、認定農業者 79 経営体、都市型認定
農業者７経営体です。
　令和５年度に新規で認定を希望される方は、４月 14 日

（金）までにご連絡ください。
　再認定を希望される方は、３月 31 日（金）までに意向
確認書をご提出ください。

【問合せ】都市農業課都市農業係☎ 5984-1398
制度や手続きの詳細は、
区ホームページをご確認
ください。
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●令和５年度 認定までの流れ（予定）

令和５年度農業関係予算額
令和５年度予算が区議会で審議されています。農業費は 18 億 8,524 万円で、内訳は下記のとおりです。
● 農園費 13 億 4,281 万円　 区民農園の維持運営経費（公有財産購入費・巡回等業務委託料等）
● 農業振興費 ３億 5,765 万円　農業振興経費（各種補助金・事業運営費等）
● 農業委員会費 １億 8,478 万円　農業委員会の運営経費（職員人件費・委員報酬等） 

【問合せ】
  都市農業課
  都市農業係
☎ 5984-1398



［耕作面積］ ［単位：アール］

区内

区外

計

区内

区外

計

区内

区外

計

区内

区外

計
※　貸付地（区民農園、老人クラブ農園、学校農園、JAファミリー農園）を除く自作地。

　　 施設栽培面積については、区内外を分けた調査をしていない。

［農家数等］ ［単位：戸・人］

60～149日 35歳以下 36～60歳 61歳以上
29

ｱｰﾙ以下
100

ｱｰﾙ以上

練　馬 139 308 90 15 97 196 69 3

石神井 99 219 58 9 59 151 41 6

大　泉 160 359 112 15 112 232 59 14

合　計 398 886 260 39 268 579 169 23

［農家類型］  ［単位：戸］

50万円
未　満

主業
農家

準主業
農家

練　馬 139 130 43 9 5 91

石神井 99 91 31 8 1 59

大　泉 160 150 46 10 12 92

合　計 398 371 120 27 18 242

※販売農家・・・・・農産物販売実績がある農家。

 　自給的農家・・・農産物販売実績がない農家。

　 主業農家・・・・・農業収入が全収入の50％以上で、年間60日以上農業に従事する65歳未満の者がいる農家。

　 準主業農家・・・農業収入が全収入の50％未満で、年間60日以上農業に従事する65歳未満の者がいる農家。

　 副業的農家・・・年間60日以上農業に従事する65歳未満の者がいない農家（主業農家および準主業農家以外）。

　 専業農家・・・・・・・・農業収入が全収入の80％以上の農家。

　 第１種兼業農家・・・農業収入が全収入の50～79％の農家。

　 第２種兼業農家・・・農業収入が全収入の０～49％の農家。

218

農業経営実態調査による調査結果

　①耕作面積10アール以上　②年間60日以上農業に従事している者がいる　③区内在住

[調査基準日]　令和４年８月1日

64.69

786.15

410.27 4,084.96

0.00

721.46

341.60

令和４年８月に実施した農業経営実態調査の結果がまとまりましたのでお知らせします。

899.40

農業従事日数 年齢別構成 耕作農地規模

1,188.19

17,098.03

生産緑地 生産緑地以外 計 うち借入地

4,407.79

3,674.69 4,426.56

7,883.82

357.38

7,341.80

56.80

4,464.59

3,674.69

0.00

7,099.95

341.60

241.85

247

うち施設栽培

30～49
アール

50～69
アール

1,915.60

751.87

783.87

8,241.20

115.53

16

820.47

17,918.502,437.42

521.82

150日以上

34

70～99
アール

203.36

0.00

17

0.00

179.96

0.00

161

自給的
農家 副業的

農家

626

農家
戸数 50万円

以　上

104

251

販売農家

99

60

6

87

32

33

主業・副業の別 専業・兼業の別

専業農家
第１種

兼業農家

96

10

25

51

10

29

147

9

56

39

56

138

2

376

5

1

7

13

133143

第２種
兼業農家

練 馬 区 農 業 委 員 会
令 和 ５ 年 ２ 月 発 行

[調査対象]　521件　　[回答数]　491件　　[回答率]　94.2％

[集計対象]　回答のあった491件のうち、以下の項目全てを満たしている農家

5,129.25

121.49

5,250.74

10.14

203.36

農業従
事者数

農家
戸数

練　馬

石神井

大　泉

298.65

15,481.08

15,182.43

合　計

10.14

13.26

179.96

13.26



［農業収入額別分類］ ［単位：戸］ 

［販売農家の経営類型および生産種類別分類］  　　 ［単位：戸］ 

※　経営類型は自給的農家を除いた販売実績のある農家の戸数。　
     市場中心型および直売中心型は市場出荷もしくは直売が80％以上の農家。
     果樹、花卉、植木、芝・他はおおむねそれぞれを中心に販売している農家。
     生産種類別分類は自給的農家を除いた販売実績のある農家の延べ戸数。

［農産物販売形態等］ ［単位：延べ戸数］ 

［地区別農産物生産面積］ ［単位：アール］ 

[飼育家畜数] [単位:羽・頭]

※ 自宅販売・無人販売の( )内の数値は、コインロッカー式野菜無人販売機を導入している戸数
※ その他…宅配事業者、ネット販売、医療・福祉施設・幼稚園・保育園、食品加工業者等

やぎ

0

0

0

0

牛（乳牛）

0

0

25

25 0

0

0

0

豚

練　馬

石神井

大　泉

計

鶏

0

0

19

19

大　根

ブロッコリー

枝　豆

トウモロコシ

ジャガイモ

ネギ

38

11,295

ナ　ス

キュウリ

レタス

いちご

その他野菜類

野菜類計

1,697

3,963

490

15

13

80

55

119

19

765

4,433

51

41

26

4

442

2,899

30 68

79

63

185

184

197 99

296

119 40 109

1026085247

268

584

80 123

1417184

421 139 180 102

9857221376

914

904 380 201

889 371 222

野菜類以外計

延べ生産面積計

496 165 144 187

445 173 129 143

634 309 94 231

211139234

※　その他野菜類・・・南瓜、 水菜、 玉ねぎ、 生姜、 たらの芽、 おくら、
　　　　　　　　　　　　　竹の子、 いんげん、 かぶ 、 絹さや、 ふき、 ピーマン、
　　　　　　　　　　　　　うど、 しそ、 アスパラ、 サニーレタス、 八つ頭、
　　　　　　　　　　　　  なばな（のらぼう）　等

　　　その他果樹類・・・ゆず、　かりん、 すもも、　レモン　等

　　　その他・・・・・・・・・麦、 緑肥、 茶、 牧草　等

312398 204

323

296

51

植　木

花　類

さつき

その他

289

294

697

724

893

301

90

498

740ブルーベリー

みかん

梅

ブドウ

223

22

157

1,589

5,55217,307

6,012

477

33

14

59

185

210

2

199

60

109

170166

250

18

127

539

49

3

33

79

4,301

1,402

148

3

24

50

176

83

167

188

3,021

7,454

キャベツ

野
　
　
　
　
　
菜
　
　
　
　
　
類

404

172

8

474

672

144

67

28

柿1,0106844142,108

野
　
菜
　
類
　
以
　
外

栗

キウイ

その他果樹類

芝

90

品　目

438135180753

大泉石神井練馬合計

76

42

13

大泉石神井練馬合計品　目

23

10

7 3

14

2220

10

4 16

30

6914

4

3 6

7

18

5

18

46

7

12

31277 (58)

20

45

114

13

27

55

石神井

大　泉

(14)

(31)

計

21

36

80

66

121

1549(13)9023練　馬 2156236571223

体験農園
畝売り

摘み取り
飲食店 仲卸問屋 その他

市場
出荷 流通業者

(芝・植木)

市　　場　　外　　出　　荷

227

97

52

78 24

19

41

8466

34

8

24 10

15

14

3913

9

1

3 122

79

130

33114

8

1

5 6

9

4

19

5

4 27

19

32

78

7

15

58

37

60

155

野菜 花卉 植木 果樹 芝・他
果樹中心花卉中心植木中心 芝・他

生産種類別延べ戸数

0-49収入（万円）

23

19

24

66

52

39

56

147 5

50-99

7 13 5 1 5

34 20 36 11 26 13 28 10 2

1 8 2 0 0

13 6 17 11

5 7 3 1 0

13 5 4 4 4

100-149

8 9 15 5 11

2000以上1500-19991000-1499700-999500-699400-499300-399200-299150-199

サツマイモ

白　菜

カリフラワー

にんじん

サトイモ

トマト

322

ほうれん草

こまつな

自宅販売
無人販売

共同
直売所

マルシェ
朝市

デパート
スーパー
小売店等

自営事業

大　泉

計

練　馬

石神井

大　泉

計

2

併用型直売中心市場中心

練　馬

石神井

5

3

野菜

19

10


